
特定非営利活動法人ＣＣＬ費用弁償に関する規則 

 

規則第１号 

２０１８年９月１１日制定 

（趣旨） 

第１条 この規則は、特定非営利活動法人ＣＣＬ（以下「本法人」という。）定款第１９条

第２項に基づき、本法人の役員が会務に従事した場合の費用弁償について必要な事項を

定めるものとする。 

（対象） 

第２条 この規則の適用の対象となる会務とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）本法人の事業を遂行するために理事長の命を受けて出張すること。 

（２）その他理事長が必要と認めること。 

（範囲） 

第３条 この規則によって弁償を受けることができる費用は、予算の範囲内において、次

の各号に定めるものに限る。 

（１）会務に従事するために要する交通費（以下「交通費」という。） 

（２）会務に従事するために要する宿泊費（以下「宿泊費」という。） 

（３）その他の経費で、理事長が特に必要と認めたもの。 

（交通費） 

第４条 交通費は、会務に参加するために順路によって要する鉄道運賃、バス運賃、航空

運賃の往復料金の実費とする。 

２ 前項の鉄道運賃は、普通料金に特別料金（座席指定料金、急行料金、特急料金等）を

加えた額とする。 

３ やむを得ない事情によりタクシーを利用した場合は、タクシー利用料金の実費を加算

する。 

（宿泊費） 

第５条 宿泊費は、次の各号に掲げる場合に支給する。 

（１）複数日にわたって会務に従事するために宿泊の必要がある場合。 

（２）前号以外で、理事長が必要と認めた場合。 

２ 支給額については、上限１１，０００円までの実費とする。 

（費用の請求） 

第７条 費用の弁償を受けようとする役員は、請求書を提出しなければならない。 

（前渡し） 

第８条 本人が希望する場合には、要する金額を前渡しすることができる。 

（清算） 

第９条 費用を受けた者は、当該会務終了後３０日以内に、旅費精算書及び各領収証を提

出し精算をしなければならない。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

（改廃） 



第１１条 この規則を改正するときは、理事会の承認を得なければならない。 

附 則 

 この規則は、２０１８年９月１１日から施行する。 


